
第１ 監 査 の 種 類 

 財政援助団体等監査（出資団体監査） 

第２ 監 査 の 対 象 

  名古屋高速道路公社（工事） 

（事務所所在地：北区清水四丁目17番30号） 

第３ 監査の着眼点 

１ 安全に配慮した適切な設計及び工事監理がされているか 

２ 施設の機能が果たせるよう適切な維持管理がされているか 

３ 工事及び委託の予定価格は適正に設定されているか 

第４ 監査の実施内容 

１ 実施時期 

  令和 2年 4月 9日から令和 2年11月 5日まで 

２ 実施方法 

今回の監査では、名古屋高速道路公社における平成31年 4月 1日から令和 2年 

3月31日までに完了及び同日時点で継続中の工事及び委託を次表のとおり抽出し、

名古屋市監査委員監査基準に基づき、書類調査及び現地調査を行った。 

区分

件数 金額 

監査対象

（件） 

抽出 

（件） 

抽出率

（％） 

監査対象 

（百万円）

抽出 

（百万円）

抽出率

（％）

工事 83 23 27.7 62,476 20,757 33.2 

委託 96 20 20.8 8,947 3,250 36.3 

第５ 監 査 結 果 

上記のとおり監査した限りにおいて、以下のとおり一部に指摘すべき事項が見

受けられた。今後の事務執行にあたっては、これを是正するとともに、同様の事

務上の処理誤り等を発生させないよう必要な措置を講じられたい。 



１ 指摘

  総合評価落札方式の実施に係る契約事務について（その他）   

名古屋高速道路公社では、総合評価落札方式（注）を実施するに当り必要な事項

を定め通達している。 

工事の請負契約については、「工事の請負契約における総合評価落札方式の実

施について（平成18年通達第23号）」にて、落札者の提示した技術提案は、契約

図書にその内容を全て記載しその履行を確保すると定めている。また、「工事の

請負契約における総合評価落札方式の実施に係る事務の取扱いについて（平成

18年通達第24号）」にて、以下の事項を定めている。 

ア 監督及び検査に当っては、技術提案の内容を満たしていることを確認し

なければならず、これを満たせなかった場合には、工事成績評定の減点対

象とする。 

イ 検査において契約図書に記載する技術提案の内容を満たしていることを

全て確認できない場合は、当該技術提案についての履行に係る部分は引き

続き債務として存続するため工期を延長する旨を契約図書において明らか

にする。 

ウ 監督又は検査において技術提案の内容を満たしていない場合において、

技術提案の性格から再度の施工が困難または合理的でないときは、原則と

して契約金額の減額を行う旨を、再度の施工が可能なときは、再度の施工

の義務及びその内容を、それぞれ入札説明書等において明らかにし、契約

図書に記載する。 

業務委託契約については、「設計、測量、調査、ボーリング、試験等における

総合評価落札方式の試行について（平成22年通達第 1号）」にて、総合評価にお

いて評価した技術等は、全て契約図書にその内容を記載しその履行を確保する

ものとし、業務の監督及び検査に当っては、評価した技術等の内容を満たして

いることを確認するものと定めている。 

名古屋高速道路公社では、総合評価落札方式を多数採用していたため、各通

達に基づいた契約図書への記載が行われているか確認したところ、今回抽出し

た全ての契約について、以下の運用を行っていた。 

工事の請負契約について、「平成28年度高速 3号大高線床版等修繕工事（堀田



南工区）」始め13件では、落札者の提示した技術提案の内容を契約図書に記載し

ていなかった。また、技術提案の内容を満たしていることを確認できない場合

の手続きについて、契約図書に記載していなかった。 

業務委託契約について、「令和元年度地震時における構造物復旧に係る検討業

務委託」始め 8件では、評価した技術提案等の内容を契約図書に記載していな

かった。 

なお、工事の請負及び業務委託において、提案内容が履行されていなかった

事例は見受けられなかった。 

総合評価落札方式においては、技術提案は価格以外の要素として落札者の決

定に直接関係しているため、提案内容の履行を確保することは公正な競争維持

の観点から極めて重要である。技術提案の内容や必要な手続きを契約図書に記

載する等、各通達文の定めに基づき適切な契約事務を実施されたい。また、技

術提案内容の履行確保のため、適切な契約図書への記載に基づいた監督及び検

査を実施されたい。    （会計課、総務課、企画課、企画整備課、工事課） 

（注）総合評価落札方式

     入札者から性能、機能、技術、専門知識、創意等に関する提案を募集し、民間の技術

を積極的に活用することにより、価格だけでなく価格以外の技術的な要素を考慮し、公

共工事（委託業務）の質を高めることを目的に、工事価格（業務価格）及び技術提案等

をもって申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 


